
くらしの情報 Station

19 平成29年４月１日号 18

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業

所
の
開
設
事
業
者
を
募
集
し

ま
す

　
市
で
は
、
平
成
29
年
度
中
に

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業

所
の
開
設
を
予
定
し
て
お
り
、

左
記
に
よ
り
募
集
を
行
い
ま
す
。

対
象
事
業

・
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

　
　
　
　
　
　
　
　
１
事
業
所

・
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪

　
問
介
護
看
護　
　
１
事
業
所

応
募
受
付
期
間　
４
月
10
日
㈪
～

　
28
日
㈮
（
土
・
日
を
除
く
）

※
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

★
介
護
保
険
課
☎
�
１
７
１
９

ま
ち
み
が
き
活
動
実
施
中

　
本
庄
早
稲
田
ま
ち
づ
く
り
活

動
勉
強
会
で
は
、
ゴ
ミ
拾
い
や

除
草
な
ど
簡
単
な
美
化
活
動
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　
ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す

の
で
、
私
た
ち
と
一
緒
に
本
庄

早
稲
田
の
杜
を
き
れ
い
に
し
ま

し
ょ
う
！

日
時　
毎
月
第
３
土
曜
日　
午

　
前
９
時
～
９
時
30
分
（
雨
天

　
中
止
）

集
合
場
所　
飯
玉
神
社
（
久
下

　
塚
集
落
セ
ン
タ
ー
前
）

※
汚
れ
て
も
良
い
服
装
で
お
越

し
く
だ
さ
い
。
軍
手
な
ど
は
お

持
ち
く
だ
さ
い
。
ゴ
ミ
袋
は
配

付
し
ま
す
。

★
都
市
計
画
課
☎
�
１
１
３
８

中
山
道
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

「
本
庄
宿
の
再
発
見
」
そ
の
弐

を
発
行
し
ま
し
た

　
中
山
道
を
歩
く
と
、
昔
な
が

ら
の
商
家
や
蔵
な
ど
往
時
の
面

影
を
残
す
風
景
に
出
会
え
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
貴
重
な
地
域
資
源

を
再
認
識
し
、
後
世
に
伝
え
る

た
め
に
、「『
本
庄
宿
の
再
発
見
』

そ
の
壱
」に
続
き
、「
そ
の
弐（
本

庄
市
中
央
３
丁
目
～
上
里
町
神

流
川
橋
）」
を
発
行
し
ま
し
た
。

　
普
段
、
な
か
な
か
気
付
か
な

い
街
の
魅
力
に
出
会
え
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

配
布
先

・
県
北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー

　
本
庄
事
務
所
（
朝
日
町
１
―

　
４
―
６
本
庄
地
方
庁
舎
１
階
）

・
秘
書
広
報
課
（
市
役
所
３
階
）

※
無
料
配
布
で
す
。

★
埼
玉
県
北
部
地
域
振
興

　
　
　
セ
ン
タ
ー
本
庄
事
務
所

　
　
　
　
　
　
☎
�
１
１
１
０

〈
広
告
〉

〈
広
告
〉

〈
広
告
〉

〈
広
告
〉

◎ホームページバナー広告随時募集中！
　詳しくは、市ホームページをご覧ください。
　　　　　　　　　 ★秘書広報課�１１５５

市長コラム
しんげの一言メッセージ

お
知
ら
せ

※
声
の
広
報
（
録
音
Ｃ
Ｄ
）
の
貸
し
出
し
は
、
図
書
館
本
館
・
児
玉
分
館
・
秘
書
広
報
課
へ
。

ま
た
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
聴
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
★
秘
書
広
報
課
☎
�
１
１
５
５

臨
時
福
祉
給
付
金
（
経
済
対

策
分
）
の
お
知
ら
せ

　
平
成
26
年
４
月
に
実
施
さ
れ

た
消
費
税
率
引
上
げ
に
よ
る

影
響
を
緩
和
す
る
た
め
、
暫
定

的
・
臨
時
的
な
措
置
と
し
て
、

今
年
度
も
給
付
金
が
支
給
さ
れ

ま
す
。

　
本
庄
市
で
支
給
対
象
に
該
当

す
る
可
能
性
が
あ
る
人
に
は
、

順
次
申
請
書
を
郵
送
し
て
い
ま

す
。

　
給
付
金
を
受
け
取
る
た
め
に

は
、
申
請
が
必
要
で
す
。
申
請

書
に
押
印
・
記
入
の
う
え
、
同

封
の
返
信
用
封
筒
で
返
送
し
て

く
だ
さ
い
。

対
象
者　
次
の
条
件
を
す
べ
て

　
満
た
す
人

①
平
成
28
年
１
月
１
日
現
在
、

　
本
庄
市
に
住
民
登
録
が
あ
る

　
人

②
平
成
28
年
度
分
の
市
民
税
（
均

　
等
割
）
が
課
税
さ
れ
て
い
な

　
い
人

※
次
の
人
は
非
対
象
で
す
。

・
平
成
28
年
度
分
の
市
民
税
（
均

　
等
割
）
が
課
税
さ
れ
て
い
る

　
人
に
、
住
民
税
に
お
い
て
扶

　
養
さ
れ
て
い
る
人

・
生
活
保
護
の
受
給
者

・
支
給
決
定
ま
で
の
間
に
死
亡

　
し
た
人

基
準
日　
平
成
28
年
１
月
１
日

支
給
額

　
支
給
対
象
者
１
人
に
つ
き
１

　
万
５
千
円
（
１
回
限
り
）

申
請
先

　
地
域
福
祉
課（
市
役
所
１
階
）

申
請
期
限　
８
月
31
日
㈭

給
付
金
を
装
っ
た
詐
欺
に
注
意

　
申
請
内
容
に
不
明
な
点
が
あ
っ

た
場
合
、
市
か
ら
問
い
合
せ
を

行
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
Ａ

Ｔ
Ｍ
（
現
金
自
動
預
払
機
）
の

操
作
を
お
願
い
す
る
こ
と
や
、

支
給
の
た
め
の
手
数
料
な
ど
の

振
込
を
求
め
る
こ
と
は
、
絶
対

に
あ
り
ま
せ
ん
。
も
し
、
不
審

な
電
話
が
か
か
っ
て
き
た
場
合

は
、
す
ぐ
に
市
の
窓
口
又
は
警

察
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

★
地
域
福
祉
課
☎
�
３
１
１
６

「
中
心
市
街
地
等
整
備
事
業

補
助
金
」
の
お
知
ら
せ

　
市
で
は
、
本
庄
駅
北
口
地
区

又
は
児
玉
駅
周
辺
地
区
の
ま
ち

づ
く
り
に
効
果
が
あ
る
事
業
を

行
う
団
体
に
対
し
て
補
助
金
を

交
付
し
ま
す
。

補
助
対
象（
す
べ
て
満
た
す
こ
と
）

①
事
業
の
効
果
が
本
庄
駅
北
口

　
地
区
又
は
児
玉
駅
周
辺
地
区

　
に
波
及
す
る
と
認
め
ら
れ
る

　
こ
と

②
規
約
を
有
し
、
予
算
と
事
業

　
計
画
を
も
と
に
継
続
し
て
活

　
動
し
て
い
る
こ
と

③
事
業
の
効
果
が
特
定
の
個
人

　
又
は
団
体
に
帰
属
し
な
い
こ

　
と

補
助
額　
対
象
経
費
の
２
分
の

　
１
（
50
万
円
を
上
限
）

＊
そ
の
他
に
も
条
件
が
あ
り
ま

　
す
の
で
左
記
へ
お
問
い
合
わ

　
せ
く
だ
さ
い
。

★
都
市
計
画
課
☎
�
１
１
３
８

「
エ
コ
タ
ウ
ン
」
に
関
す
る

補
助
金
の
お
知
ら
せ

【
設
置
後
に
申
請
す
る
も
の
】

○
住
宅
用
太
陽
光
発
電

　
　
　
シ
ス
テ
ム
設
置
補
助
金

　
住
宅
に
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ

ム
を
設
置
し
た
人
を
対
象
に
、

費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

対
象　
余
剰
売
電
を
行
う
も
の

受
付
開
始
日　
５
月
１
日
㈪

【
事
前
に
申
請
す
る
も
の
】

○
住
宅
省
エ
ネ
改
修
補
助
金

　
住
宅
の
省
エ
ネ
改
修
費
用
の

一
部
を
補
助
し
ま
す
。

対
象　
高
遮
熱
塗
装
工
事
（
屋

　
根
部
分
の
み
）
・
断
熱
材
設

　
置
工
事
・
断
熱
ガ
ラ
ス
等
設

　
置
工
事
・
遮
熱
フ
ィ
ル
ム
貼

　
付
工
事

受
付　
常
時
受
付

○
住
宅
用
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ス
テ

ム
設
置
補
助
金

　
住
宅
用
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ス
テ

ム
の
設
置
費
用
の
一
部
を
補
助

し
ま
す
。

対
象　
Ｈ
Ｅ
Ｍ
Ｓ
・
太
陽
熱
利

　
用
シ
ス
テ
ム
・
地
中
熱
利
用

　
シ
ス
テ
ム

受
付　
常
時
受
付

○
事
業
所
用
エ
ネ
ル
ギ
ー

　
シ
ス
テ
ム
導
入
事
業
補
助
金

　
事
業
者
向
け
の
創
エ
ネ
・
省

エ
ネ
設
備
の
補
助
金
で
す
。

受
付　
常
時
受
付

※
申
請
枠
が
終
了
次
第
、
受
付

を
締
め
切
り
ま
す
。

＊
詳
細
は
、
左
記
へ
お
問
い
合

　
わ
せ
く
だ
さ
い
。

★
環
境
推
進
課
☎
�
１
２
４
９

「
浄
化
槽
設
置
補
助
金
」
の

お
知
ら
せ

　
既
存
の
単
独
処
理
浄
化
槽
又

は
汲
み
取
り
便
槽
か
ら
、
合
併

処
理
浄
化
槽
へ
の
転
換
を
実
施

す
る
世
帯
に
対
し
て
、
費
用
の

一
部
を
補
助
し
ま
す
。

※
着
工
前
に
申
請
が
必
要
で
す
。

対
象　
専
用
住
宅
又
は
併
用
住

　
宅
で
の
転
換
工
事

受
付
開
始
日　
５
月
１
日
㈪

※
５
月
19
日
㈮
ま
で
は
、
抽
選

受
付
期
間
と
し
ま
す
。
以
後
は
、

申
請
枠
が
あ
る
場
合
に
受
け
付

け
ま
す
。

★
環
境
推
進
課
☎
�
１
１
７
３

災害と日本人
　去る３月11日は東日本大震災から６年、犠牲とな
られた方々の七回忌でした。そしてこの４月14日は、
熊本地震から１年です。改めて亡くなられた方々に
哀悼の誠を捧げ、被災された方々にお見舞い申し上
げると共に、被災地の復興を心からお祈りします。
　日本がいかに自然災害の多い国か、国連大学の統計に
よると日本は「被災可能性」（自然災害に遭いやすいか
どうか）で世界第５位です。地球温暖化による海面上昇、
地震、暴風雨、洪水、干ばつの影響を受けやすい国々が
上位を占め、10位までの中で先進国は日本だけです。特
に大きな地震と、台風などによる大きな風水害の起きや
すさが、日本の順位を押し上げる要因となっています。
　一方、同じ国連大学統計の「災害に対する脆弱性」(災
害のダメージの受けやすさ）では、日本はダメージを受
けにくい順で上位４位です。これは、｢災害の影響の受
けやすさ｣、｢災害への対応・対処能力｣、｢将来的な環境
変化・気候変動への予防・適応能力」という３つの指標
から計算されたもので、上位10位はいずれも先進国です。

　確かに東日本大震災も熊本地震も甚大な被害をもた
らしましたが、震災直後の多くの住民の適切な避難行
動や、自衛隊、消防、警察、医療機関そして政府自治
体による迅速な対応は、これまた世界に例をみないも
のでした。もし他国であれほどの大津波や、マグニ
チュード７の地震が二度も立て続けに起きた場合、被
害は日本と比べてけた違いのものになったでしょう。
また家族を失った悲しみも癒えぬなか、さらに原発事
故などで未だ避難を余儀なくされていながらも、前を
向いて頑張ろうという被災者の皆さまの姿に、国民等
しく教えられることも多いと感じます。
　日本列島という災害多発地帯に住み続けて来た
我々は、祖先の代からさまざまな困難に遭遇しなが
らも、そのたびに皆で支え合い危機を乗り越え、新
しい社会を創り上げて来ました。おそらく近い将来、
更なる大災害が列島を襲うであろうことは確実です。
その際にどれだけ被害を最小限に防げるか、我が国
社会の底力を発揮できるようあらゆる面で、互いに
つながり備えていくことが大事だと思います。　　
　　　　                             本庄市長  


